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厚生労働省では、苦情解決の体制や手順を記載した「社会福祉事業の経営者による福祉サー

ビスに関する苦情解決の仕組みの指針」を通知し、福祉サービスを提供する経営者が自ら苦情

解決に積極的に取り組む際の参考とするようにしています。 

この通知を受け、当委員会においても、社会福祉事業所における苦情解決のための第三者委

員の設置促進のため、研修の実施やポスター・リーフレット等の配布などの支援を行っている

ところです。 

各事業所におかれては、当委員会のポスター・リーフレット等を活用していただき、第三者

委員の設置や機能拡充に取り組んでいただければ幸いです。 

 

  

運営適正化委員会のポスター 昨年度、開催した研修会(今年度 12月開催予定) 

 

 

事業所内に掲示するポスター、リーフレット等を希望する方は、運営適正化委員会事務局まで

ご連絡ください。必要部数を無償でお送りいたします。 

TEL：06-6191-3130（相談専用） E-ｍail：tekisei@osakafusyakyo.or.jp 


